
都市計画法第 34 条第 11 号条例の概要 

 

１．指定する区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※引き続き市街化調整区域であるため、建築するためには都市計画法の許可が必要です。 

 

２．予定建築物の用途など（建てられる建物） 

 全域 幹線道路沿い※ 

建てられる 

建築物 

第２種低層住居専用地域に可能

な建築物 

※一般住宅、共同住宅、 

兼用住宅など 

第２種中高層住居専用地域に可能

な建築物 

※左記に加えて、床面積 1,500 ㎡

以下の店舗など 

建ぺい率 ５／１０ ６／１０ 

容積率 ８／１０ １５／１０ 

高さ １０ｍ以下 １２ｍ以下 

北側斜線 ５ｍ+1.25 勾配 — 

敷地面積 １６５㎡以上 

※幹線道路沿い：県道 261 号磐田細江線、市道東平松匂坂中幹線 

 

●赤枠に囲まれた区域 

・県道２６１号磐田細江線 

・二級河川ぼう僧川 

・市道赤池気子島幹線 

・市道東平松匂坂中幹線 

・市道立野２号線 

・市道宮之一色１号線 

 に囲まれた土地の区域 

 （農振農用地区域は除く。） 



３．建築にあったてのその他必要な条件 

（１）雨水貯留施設等の設置 

 近年続く大雨に対応するため、建築物の敷地に雨水貯留施設（調整池）の設置を必

要とします。ただし、同等の効果が見込める場合は、浸透型流出抑制施設とすること

も可能です。 

 

 

（２）垂直避難が可能な建築物 

 想定される最大規模の洪水に対応するために、建築物の居室の床面の高さが想定浸

水深未満となる土地は、居室の高床化や敷地の地盤面の嵩上げ等、床面の高さが浸水

した場合に想定される水深以上となる居室を設けることが必要です。 

 


